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社会教育関係の取扱い

（３）各種スポーツ教室、講習会及び大会については、新市において調整す
　　 る。

合併前 合併時 選挙議会
Ｈ１７当初
編成時

H18.4 H19.4 H20.4 H21.4 H22.4 H23.4
H24.4
以降

○ ○ ○ ○ 完了

部名 課名

例規調整完了 －
廃止 －
例規調整中 － 平成　　年　　月　　日

・各町で開催されていたスポーツ教室、講習会、大会は継続し、同じ内容で新市全域で開催できるものは統一する。
・各町体育協会の加入団体は現行のまま新市に引継ぎ、統合できるよう調整に努める。

・各町が主催していた各種教室、講習会、大会は、対象を市民として継続し、全市で開催できるものは移行する。

体育協会は、合併後も地域の実情に併せ、大会・教室を開催しており、各競技毎の市民大会へと調整を図って行く必要がある。

・１０月にスポーツＤａｙとして、市全域で体育祭を開催した。
・体育協会事業は、平成１８年４月に合併し新体制になり、加盟団体も統一された。
・体育協会支援を補助金として統一する。

・各種スポーツ教室や講習会を市全域にしたことにより身近で参加しやすい状況となった。
・体育協会の合併により交流機会か増えた。

合併協定進行管理（　教育委員会　）

合併協定項目 第10回協議会確認 記　　事

協定内容

調整時期

調整担当

教育委員会

協定項目調整経過と内容及び問題点

【内容】

ｽﾎﾟｰﾂ振興課

例規調整状況

完了予定年月日　：　

【調整経過】

【合併効果】

・平成１８年４月に、象潟町、金浦町、仁賀保町の各体育協会が、にかほ市の体育団体を代表する「にかほ市体育協会」として
発足し、組織の統一と組織の再編を図る。各加盟団体においても、各競技毎に統合が進んでいる。

・市主催の各種スポーツ教室、講習会は、市全域を対象に開催するとともに、継続開催の講習会や教室は会場を移動して、参
加機会の拡大を図っている。

【問題点】

協定項目の実施状況及び調整による合併効果

【実施状況】


